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耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物等に対する 

固定資産税の減額措置の適用期限の延長について（通知） 

 

切迫する南海トラフ地震、首都直下地震等の発生を見据え、地震による人命・財産の被

害の防止のため、既存建築物の耐震化は喫緊の課題である。 

このため、建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第 123 号）により耐震

診断が義務付けられている要安全確認計画記載建築物等（要安全確認計画記載建築物及び

要緊急安全確認大規模建築物）で耐震診断結果が報告されたもののうち、政府の補助（建

築物耐震対策緊急促進事業（参考３）が該当。）を受けて令和８年３月 31 日までの間に耐

震改修が行われた場合の固定資産税の減額措置を講じ、一定の実績は上がっているところ。 

一方で、建築物の耐震化の目標については、「国土強靱化実施中期計画」（令和７年６月

６日閣議決定）等において見直しを行い、要緊急安全確認大規模建築物は令和 12年までに、

要安全確認計画記載建築物は早期に、耐震性が不十分なものをおおむね解消するとともに、

特に、要安全確認計画記載建築物のうち避難路沿道建築物については、令和 12年に耐震化

等が講じられたものの割合を 60％まで引き上げることとしたところ、これらの目標の達成

に向けて、今般、地方税法（昭和 25年法律第 226号）の一部が改正され、適用期限を３年

間延長し、令和 11年３月 31日までとすることとされた（参考２）。当該措置の内容につい

ての改正点はなく、平成 26 年４月９日付け国住指第 61 号（参考１）において通知したと

ころから変更はないため、参考について十分留意いただきつつ、その積極的な活用により

耐震化の目標達成に努められたい。 

貴職におかれては、貴団体会員に対してもこの旨周知方お願いする。 

なお、本通知については、関係省庁とも協議済みであることを念のため申し添える。 
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現
行
の
特
例
措
置

結
果

○
現
行
の
特
例
措
置
を
３
年
間
（令

和
８
年
４
月
１
日
～
令
和

11
年
３
月

31
日
）延

長
す
る
。

耐
震
性
が
不
足
し
て
い
る
建
築
物
の
耐
震
改
修
を
促
進
し
、
地
震
発
生
時
に
お
け
る
人
命
・財

産
の
被
害
の
防
止
を
図
る
。

耐
震
改
修
が
行
わ
れ
た
要
安
全
確
認
計
画
記
載
建
築
物
等
に
係
る
税
額
の
減
額
措
置
の
延
長

（固
定
資
産
税
）

○
【固

定
資
産
税
】
耐
震
診
断
義
務
付
け
対
象
建
築
物
で
耐
震
診
断
結
果
が
報
告
さ
れ
た
も
の
の
う
ち
、
政
府
の
補
助
を
受
け
て
耐
震
改
修
工
事
を
完
了
し
た

も
の
に
つ
い
て
、
工
事
完
了
翌
年
度
分
か
ら
２
年
間
、
固
定
資
産
税
額
を

1/
2に
軽
減

○
令
和
６
年
能
登
半
島
地
震
に
よ
る
建
築
物
の
被
害
状
況
を
踏
ま
え
、
ま
た
、
切
迫
す
る
南
海
ト
ラ
フ
地
震
、

首
都
直
下
地
震
等
の
発
生
を
見
据
え
、
地
震
に
よ
る
人
命
・
財
産
の
被
害
の
防
止
の
た
め
、
既
存
建
築

物
の
耐
震
化
は
喫
緊
の
課
題
。

○
「
国
土
強
靱
化
基
本
計
画
」
（
令
和
５
年
７
月

2
8
日
閣
議
決
定
）
等
に
基
づ
き
、
耐
震
診
断
義
務
付
け
対

象
建
築
物
の
耐
震
改
修
等
を
進
め
て
き
た
と
こ
ろ
、
令
和
５
年
度
末
時
点
の
耐
震
性
不
足
解
消
率
に
つ

い
て
は
、
下
記
の
と
お
り
。

➢
要
緊
急
安
全
確
認
大
規
模
建
築
物

約
9
2
.5
％

➢
要
安
全
確
認
計
画
記
載
建
築
物

 
防
災
拠
点
建
築
物

約
8
5
.0
％

避
難
路
沿
道
建
築
物

約
4
3
.6
％

○
「国

土
強
靱
化
実
施
中
期
計
画
」（
令
和
７
年
６
月
６
日
閣
議
決
定
）
等
に
お
い
て
、
下
記
の
と
お
り
決
定
。

①
要
緊
急
安
全
確
認
大
規
模
建
築
物
は
令
和

12
年
ま
で
に
、
要
安
全
確
認
計
画
記
載
建
築
物

は
早
期
に
、
耐
震
性
が
不
十
分
な
も
の
を
お
お
む
ね
解
消
す
る

②
要
安
全
確
認
計
画
記
載
建
築
物
の
う
ち
避
難
路
沿
道
建
築
物
に
つ
い
て
は
、
令
和

1
2
年
に
、

耐
震
化
等
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
の
割
合
を

6
0％

ま
で
引
き
上
げ
る

○
近
年
の
資
材
価
格
の
高
騰
等
の
影
響
を
受
け
、
未
だ
耐
震
改
修
が
行
わ
れ
て
い
な
い
建
築
物
が
存
在

し
て
お
り
、
予
算
措
置
と
相
ま
っ
て
、
耐
震
改
修
を
引
き
続
き
促
進
す
る
こ
と
が
必
要
。

施
策
の
背
景

要
望
の
結
果

＜
耐
震
改
修
工
事
の
例
＞

枠
付
き
鉄
骨
ブ
レ
ー
ス
補
強
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建
築
物
耐
震
対
策
緊
急
促
進
事
業

（住
宅
・建

築
物
防
災
力
緊
急
促
進
事
業
）

○
地
方
公
共
団
体
が
定
め
る
耐
震
改
修
促
進
計
画
等
に
定
め
ら
れ
た
取
組
方
針
に
基
づ
き
実
施
さ
れ
る
こ
と

○
耐
震
診
断
の
結
果
、
倒
壊
の
危
険
性
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

○
耐
震
改
修
又
は
建
替
え
の
結
果
、
地
震
に
対
し
て
安
全
な
構
造
と
な
る
こ
と
（
除
却
す
る
場
合
を
除
く
）

○
建
替
後
の
住
宅
は
、
原
則
と
し
て
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
外
に
存
す
る
こ
と

○
建
替
後
の
住
宅
及
び
建
築
物
は
、
原
則
と
し
て
省
エ
ネ
基
準
に
適
合
す
る
こ
と

な
ど

※
1

限
度
額

１
，
５
7
０
～
4
，
5
8
０
円
/
㎡

※
2

限
度

額
5
7
,0
0
0
円
/
㎡
（
建
築
物
の
場
合
）
、
除
却
・
建
替
え
の
場
合
は
改
修
費
用
相
当
額
に
対
し
て
助
成

＜
建
築
物
の
耐
震
化
に
関
す
る
主
な
メ
ニ
ュ
ー
＞

○
道
路
部
局
等
と
連
携
し
、
事
前
対
策
を
講
ず
る
べ
き
道
路
を
特
定
し
て
い
る
こ
と

○
緊
急
輸
送
道
路
等
の
優
先
順
位
を
耐
震
改
修
促
進
計
画
に
位
置
づ
け
る
こ
と

対
象

建
築

物
対
象
と
な
る
建
築
物
の
概
要

補
助

率
（
民

間
が

事
業

主
体

の
場

合
）

耐
震

診
断

※
１

補
強

設
計

耐
震

改
修

等
※

２

（
合

意
形

成
を
含

む
）

耐
震
診
断

義
務
付
け

対
象
建
築

物

要
緊

急
安

全
確

認
大

規
模

建
築

物

耐
震

改
修

促
進

法
に
基

づ
き
耐

震
診
断
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
以
下
の
建
築
物

・
不

特
定

多
数

の
者

が
利

用
す
る
大
規
模
建
築
物
（
病
院
、
劇
場
、
集
会
場
、
百
貨
店
等
）

・
避

難
確

保
上

特
に
配

慮
を
要

す
る
者
が
利
用
す
る
大
規
模
建
築
物
（小

学
校
、
老
人
ホ
ー
ム
等
）

・
一

定
量

以
上

の
危

険
物

を
取

扱
う
大
規
模
な
貯
蔵
場
等

国
国

１
／

２
地

方
１
／

３
国
国

１
／

３
地

方
1
1
.5

％

要
安

全
確

認
計

画
記

載
建

築
物

耐
震

改
修

促
進

法
に
基

づ
き
耐

震
診
断
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
以
下
の
建
築
物

・
都

道
府

県
が

指
定

す
る
災

害
時
に
公
益
上
必
要
な
防
災
拠
点
建
築
物

・
地

方
公

共
団

体
が

指
定

す
る
緊
急
輸
送
道
路
等
の
避
難
路
沿
道
建
築
物

国
国

１
／

２
地
方

１
／

３
国
国

１
／

２
地

方
１
／

３
国

国
２
／

５
地

方
１
／

３

上
記
以
外

の
建
築
物

避 難 場 所 等

避
難

所
等

地
域

防
災

計
画

に
位
置

づ
け
ら
れ
て
い
る
（
又
は
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
確
実
な
）
避
難
所
等
で
、

1
0
年

以
上

活
用

さ
れ
る
も
の

で
あ
る
等
の
要
件
を
満
た
す
も
の

国
国

１
／

３
地
方

１
／

３
国
国

１
／

３
地

方
１
／

３
国
国

１
／

３
地

方
１
／

３

上
記

以
外

の
建

築
物

延
べ

面
積
1
,0
0
0
㎡

（
幼

稚
園
、
保
育
園
又
は
地
方
公
共
団
体
等
と
災
害
時
の
活
用
に
関
す
る
協

定
等

を
締

結
さ
れ
て
い

る
建

築
物
に
あ
っ
て
は
5
0
0
㎡
）
以
上
で
、
災
害
時
に
重
要
な
機
能
を
果

た
す
建

築
物

（
医

療
施

設
、
避

難
所
、
集
合
場
所
、
情
報
提
供
施
設
、
給
食
提
供
施
設
等
）

国
国

１
／

３
地
方

１
／

３
国
国

１
／

３
地

方
１
／

３
国

国
1
1
.5

％
地

方
1
1
.5

％

沿 道 建 築 物

緊
急

輸
送

道
路

主
要

な
防

災
拠

点
等

を
連

絡
す
る
緊
急
輸
送
道
路
の
沿
道
に
立
地
し
、
道
路
を
閉
塞
す
る
お
そ
れ

が
あ
る
等

の
要

件
を
満

た
す
建
築
物

国
国

１
／

３
地
方

１
／

３
国
国

１
／

３
地

方
１
／

３
国
国

１
／

３
地

方
１
／

３

上
記

以
外

の
避

難
路

上
記

以
外

の
避

難
路

等
を
閉

塞
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
等
の
要
件
を
満
た
す
建
築
物
・マ

ン
シ
ョ
ン

国
国

１
／

３
地
方

１
／

３
国
国

１
／

３
地

方
１
／

３
国

国
1
1
.5

％
地

方
1
1
.5

％

＜
補
助
対
象
＞

・対
象
建
築
物
の
耐
震
診
断

・耐
震
化
の
た
め
の
計
画
策
定

・耐
震
改
修
、
建
替
え
又
は
除
却

・耐
震
化
の
た
め
に
必
要
な
合
意
形
成
※

※
要
安
全
確
認
計
画
記
載
建
築
物
及
び
沿
道
建
築
物
の
う
ち
、

・
木
造
以
外
で
、
道
路
の
過
半
を
閉
塞
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
建
築
物

・
地
方
公
共
団
体
が
指
定
す
る
路
線
の
沿
道
建
築
物

に
限
る
。

＜
事
業
要
件
＞

合
意
形
成
支
援

の
要
件

合
意
形
成
支
援

の
要
件

多
数
の
者
が
利
用
す
る
大
規
模
建
築
物
、
災
害
時
に
機
能
確
保
が
必
要
な
建
築
物
、
緊
急
輸
送
道
路
沿
道
の
建
築
物
等
の
、
耐
震
診

断
や
耐
震
改
修
・
除
却
・建
替
え
や
合
意
形
成
等
に
対
し
て
支
援
を
行
う
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